
図書の有料宅配サービス実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項の規

定に基づく緊急事態宣言が発令され、愛知県が緊急事態措置を実施すべき区

域とされた場合に、図書館に来館せずとも図書館資料を貸出利用できるよ

う、希望者に対して予約資料の有料宅配サービスを実施するために必要な事

項を定める。

（定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 規則 岡崎市立図書館管理規則 

⑵ 貸出証 規則第７条に規定する図書館資料貸出証 

⑶ 館長 岡崎市立中央図書館館長 

⑷ 利用者 第３条に該当する者のうち、本サービスを利用しようとする者 

（対象者）

第３条 有料宅配サービスを利用できる者は、貸出証の交付を受けた者のう

ち、規則第６条第１号に該当する個人とする。

（対象資料の制限）

第４条 有料宅配サービスの対象となる図書館資料は、以下各号に定める条件

を全て満たすものとする。ただし、大型絵本及び紙芝居等の特殊資料、視聴

覚資料並びに館外貸出不可の資料を除く。

⑴ 岡崎市立図書館、市民センター図書室又はげんき館情報ライブラリーが

所蔵する資料

⑵ 窓口、電話又はWebシステム等で予約を行い、岡崎市立中央図書館を受取

場所に指定した資料

（利用申込）

第５条 利用者は、「あいち電子申請・届出システム」から直接申込手続を行

う又は別紙「有料宅配サービス利用申込書」に必要事項を記入し、館長に提

出しなければならない。

（発送準備）



第６条 館長は、第５条に定める利用申込があった場合において、宅配が可能

と認めるときは、速やかに資料の貸出及び発送処理を行う。

（宅配できる点数及び宅配に要する期間）

第７条 有料宅配サービスで送付する資料の点数は、規則第９条に定められた

範囲とする。

２ 資料の宅配に要する期間は、規則第10条に定められた貸出期間に含めるも

のとする。

（費用負担及び返却方法）

第８条 資料の宅配に係る費用は、利用者の負担とする。

２ 利用者から図書館への返却は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 利用者の費用負担による配送での返却

(2) 岡崎市立図書館、市民センター図書室又はげんき館情報ライブラリーの

窓口での返却

(3) 中央図書館、額田図書館又は南部市民センター図書室のうち、いずれか

の返却ポストでの返却

（補則）

第９条 この要領に定めるものほか、有料宅配サービスの実施について必要な

事項は、館長が別に定める。

附則

この要領は、令和３年６月１日から施行する。


